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５
月
１
日
か
ら
、
区
域
図
に
示
さ

れ
た
東
小
磯
・
国
府
本
郷
・
国
府
新

宿
地
区
の
一
部
の
区
域
が
、
新
た
に

下
水
道
供
用
開
始
（
公
共
下
水
道
が

使
用
で
き
る
）
区
域
と
な
り
ま
す
。

（
左
図
参
照
）

【
早
期
接
続
の
お
願
い
】

　

公
共
下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
ら
、
家
庭
な
ど
か
ら
の
汚

水
を
公
共
下
水
道
に
直
接
流
す
た
め

の
排
水
設
備
を
設
置
す
る
工
事
を
し

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

く
み
取
り
ト
イ
レ
を
ご
利
用
の
方

は
供
用
開
始
日
か
ら
３
年
以
内
に
水

洗
ト
イ
レ
に
改
造
し
、
し
尿
浄
化
槽

を
お
使
い
の
方
も
遅
滞
な
く
浄
化
槽

を
廃
止
し
、
公
共
下
水
道
に
接
続
す

る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
、
供
用
開
始
日
か
ら
３
年

以
内
に
接
続
を
す
る
場
合
に
は
、
一

定
の
条
件
を
設
け
て
排
水
設
備
設
置

費
の
助
成
と
し
て
、
奨
励
金
を
交
付

し
て
い
ま
す
。（
下
表
参
照
）

　

ま
た
、
排
水
設
備
設
置
に
要
す
る

費
用
を
借
り
入
れ
る
場
合
に
は
、
融

資
あ
っ
せ
ん
制
度
も
行
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、排
水
設
備
工
事
は
、必
ず
町
指

定
工
事
店
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

す
で
に
公
共
下
水
道
が
使
用
で
き

る
区
域
に
お
住
ま
い
で
ま
だ
接
続
し

て
い
な
い
方
は
、
生
活
環
境
の
向
上

と
水
質
保
全
の
た
め
に
接
続
を
お
願

い
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ　

建
設
課

　

☎
内
線
２
１
４
・
２
２
４

　

単
独
処
理
浄
化
槽
ま
た
は
く
み
取

り
式
ト
イ
レ
か
ら
合
併
処
理
浄
化
槽

に
設
置
替
え
を
す
る
方
に
補
助
金
を

交
付
し
ま
す
。

▼
補
助
対
象
者

　

対
象
地
域
内
で
も
っ
ぱ
ら
居
住
用

の
住
宅
に
家
庭
用
小
型
合
併
処
理
浄

化
槽
へ
設
置
替
え
を
す
る
方
。
た
だ

し
、
販
売
又
は
賃
貸
の
目
的
で
建
物

を
建
築
す
る
場
合
は
対
象
外
で
す
。

▼
補
助
対
象
地
域

　

下
水
道
計
画
区
域（
※
）以
外
の
区
域

（
※
）下
水
道
計
画
区
域
は
、
建
設
課
下
水

　

道
担
当
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
手
続
き

　

浄
化
槽
の
着
工
前
ま
で
に
補
助
金

申
請
書
に
浄
化
槽
設
置
届
出
受
理
書

の
写
し
、
構
造
図
、
設
計
図
等
を
添

え
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
補
助
金
額

◎
問
い
合
わ
せ

　

環
境
美
化
セ
ン
タ
ー

　

☎（
72
）４
４
３
８

【奨励金の交付額】

排水設備設置費用
供用開始からの経過年数

１年目 ２年目 ３年目

5万円以上15万円未満 12,000円 8,000円 4,000円

15万円以上30万円未満 21,000円 14,000円 7,000円

30万円以上40万円未満 27,000円 18,000円 9,000円

40万円以上 30,000円 20,000円 10,000円
※排水設備設置費用、供用開始経過年数に応じて、交付します。

浄 化 槽 の
人 数 区 分

補助限度額

5人槽 332,000 円

6・7人槽 414,000 円

8～ 10人槽 548,000 円

合
併
処
理
浄
化
槽

設
置
費
用
一
部
を
補
助

下
水
道
接
続
で
『
快
適
な
環
境
づ
く
り
』

東小磯（台町）

平成23年度 供用開始予定区域図

国府本郷（馬場）

国府本郷（中丸）

国府新宿（原）


